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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的取扱い終了について 

 

 

記 

 

 

 平素は、本町の介護保険事業の推進に御理解、御協力を賜り誠にありがとうございま

す。 

 さて、令和２年４月７日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイル

ス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（その４）に基づき、新型コロナ

ウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを実施してまいりましたが、県内で

の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、この取り扱いを終了することとし、令和

３年５月末期間満了者から従来通り要介護認定調査等を行い、要介護及び要支援区分を

決定致します。 

 ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ 

三戸町役場 健康推進課 

高齢者支援班 

                       電話２０－１１５３ 


